
神戸市からのお知らせです。 

 

【国勢調査】インターネット回答が始まります！ 

 

スマート国勢調査！ 

～データの向こうにドラマがある～ 

 

 平成 27年 10月 1日に 5年に一度の国勢調査が実施されます。 

 この調査は、日本に住んでいるすべての世帯が対象となる調査であり、 

住民票の住所に関係なく、実際の居住地において調査を行います。 

 

 今回より、スマホ・パソコンからのインターネット回答が可能になります。 

 

 9月上旬より、調査員が各世帯を訪問しますので、ご回答よろしくお願いします。 

 

 ＜よくある質問-1＞…どうやってインターネットで回答するの？ 

  ９月上旬に国勢調査員がインターネット回答に必要なＩＤとパスワードをお渡しします。 

それを用いて、回答サイトにログインし、回答してください。 

 ＜よくある質問-2＞…調査には、必ず回答しないといけないの？ 

  統計法では，正確な統計を作成するために，調査項目に回答する義務（報告義務）が 

定められています。 

 ＜よくある質問-3＞…調査員てどんな人？ 

  国勢調査員は市区町村の推薦に基づいて総務大臣が任命した非常勤の国家公務員です。 

調査員は，その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。 

 

 下記キャンペーンサイトにて広報タレントからの説明動画もございますので、ご覧ください。 

 

◆◇◆◇◆国勢調査２０１５キャンペーンサイト◆◇◆◇◆ 

◇      http://kokusei2015.stat.go.jp/    ◇ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

 国勢調査についてのお問い合わせは  

 ●国のコールセンター 

   0570-07-2015（日本語） 

   設置期間：平成 27年 8月 24日から 10月 31日まで 

   受付時間：午前 8時～午後 9時まで（土・日・祝日にもご利用になれます） 

 ●神戸市国勢調査 HPはこちら 

   神戸市企画調整局政策企画部総合計画課統計係  

 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/toukei/tyousa/kokuseichousa.html
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平成27年国勢調査を 
全国いっせいに行います 
国勢調査は，統計法という法律に基づいて，日本に住んでいるすべての人・世帯を対象として実施す

る統計調査です。平成2７年10月1日現在で住民票の届出の有無によらず、その人がふだん住んでい

る場所で調査します。 

  

９月上旬から 調査員がおうかがいします 
調査員が皆様のお宅を訪問し，調査書類をお配りします。この調査では，先にインターネットでの

回答を受け付け，インターネットで回答されなかった世帯には紙の調査票を配布して調査を行

います。 

いつでもどこでも，便利に回答。 

パソコンやスマホでの回答を可能に！ 

インターネット回答は 

９月10日～20日 

 
 

インターネット回答がなかった世帯には 

調査員が調査票をお配りいたします！ 

調査票での回答は 

10月１日～７日 

 

 
 
 
 
 
 
 

９月10日～12日 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回答用IDを配布 

９月10日～20日 

インターネット回答 

９月26日～30日 

調査票を配布 

10月１日～７日 

調査票を提出 

◆インターネット回答は英語に対応しております。 

◆「調査票」と「調査票の記入の仕方」は下記の言語に対訳したものがあります。 

中国語，韓国語，ポルトガル語，英語，フィリピノ語，ベトナム語， スペイン語，タイ語，ネパール語，

フランス語，ベンガル語，マレー語， ヒンディー語，ミャンマー語，ロシア語，シンハラ語，ドイツ語， 

モンゴル語，アラビア語，インドネシア語，イタリア語，トルコ語，クメール語，ラオ語，ペルシャ語，

ルーマニア語，ウルドゥ語 



 国勢調査は，日本の今を知り，未来をつくるための調査です

◆ 国勢調査は，日本の人口や世帯の実態を明らかにするため，統計法（平成19年法律第

53号）に基づき実施する国の最も重要な統計調査です。大正９年から５年ごとに行われ，

今回が20回目にあたります。 

◆ 調査結果は，少子高齢化対策，防災対策，地域創生などの重要課題に対する施策に活

用されるとともに，国民全員の共有の財産として，広く一般の方にもご利用いただけま

す。 

◆ 今回の国勢調査から，従来の調査員への提出又は郵送で提出いただく方法のほかに，

インターネットでもご回答いただけるようになりました。また，パソコンだけでなくタブ

レット端末やスマートフォンからもご回答いただけます。 

 

 国勢調査員とは

国勢調査員は市区町村の推薦に基づいて総務大臣が任命した非常勤の国家公務員です。 

 

 

 

 
◆国勢調査は回答の義務があります 

統計法では，正確な統計を作成するために，調査項

目に回答する義務（報告義務）が定められています。 

また，回答を拒んだり虚偽の回答をした場合の罰則

も定められています。 

 

 

 

 

◆個人情報は厳格に保護されます 

・ 国勢調査では，統計法によって，厳格な個人情報保

護が定められています。 

・ インターネット回答における通信は，すべて暗号化

（SSL/TLS 方式）されています。また，不正なアク

セスなどの監視を 24 時間行っています。 

・ 国勢調査に従事する者（調査員，地方公共団体の職

員など）には，統計法による守秘義務が課せられてい

ます。 

 

国勢調査員証をさげている青色のひものデザイン（見本） 
国勢調査員は

下のような国

勢調査員証を

身につけてい

ます。（見本） 

国勢調査員が持ち歩く 

手さげ袋（見本） 

国勢調査員が着用している腕章

（見本） 

もれなく・重複なく調査を行うために，
訪問時に代表者の氏名と 
世帯の男女の人数をおたずねします。 

 国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください！ 

▼ 国勢調査では，金銭を要求することはありません。また，銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号など
をお聞きすることもありません。 

▼ 国勢調査をよそおった不審な訪問者や，不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際に
は，回答しないで，速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。 

▼ 調査員は，その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。（上図参照） 
 



【マイナンバー制度】 

 

  マイナンバー制度が始まります。〜 受け取る準備は進んでいますか？ 

 

 平成 27年 10月からマイナンバー（個人番号）の通知カードが届き始めます。 

 ★1 住民票の住所を今の住まいに合わせて、マイナンバー通知カードを受け取りましょう。 

 ★2 通知カードを受け取ったら、なくさないように大切に保管してください。 

 ★3 マイナンバーカードの申込みはお早目に！ 

 

 ★マイナンバーカードは… 

  本人確認と番号確認が 1枚で出来て、しかも新規発行無料。 

  申込み方法は、下記のいずれか。 

   ●通知カードと同封の申請書に顔写真を貼って郵送 

   ●申請書の QR コードをスマホで読み取り申請 

   ※マイナンバーカードは平成 28年 1月以降に交付開始 

 

 ＜よくある質問-1＞…マイナンバーはどんな時に必要なの？ 

  マイナンバーの利用は法律で決められた手続きだけです。 

  例えば、アルバイトや就職で所得税や社会保険料のために 

  雇用主から個人番号を求められます。また、確定申告でも必要です。 

 

 ＜よくある質問-2＞…個人番号はメモの提示でもいいの？ 

  マイナンバー制度では、なりすまし犯罪防止のために 

  本人確認と個人番号の確認が厳密に行われますので、 

  メモでは認められません。本人確認には、顔写真付きの身分証明書があると確実です。 

 

 制度についてのお問い合わせは  

  ●国のマイナンバーコールセンター（平日 9：30～17：30 有料） 

   0570-20-0178（日本語） 

   0570-20-0291（English,中文,한국어, español,Português） 

  ●神戸市マイナンバーHPはこちら 

   神戸市企画調整局情報化推進部 社会保障・税番号制度調整担当 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.kobe.lg.jp/mynumber/


    ご質問は 

        国のマイナンバーコールセンター へ 
 

  0570-20-0178 
平日 9時30分～17時30分 (土日祝日、年末年始をのぞく) 

0570-20-0291 日本語 English 

プライバシー保護・なりすまし犯罪防止に個人番号カード 

雇用主さんから 
アルバイトで、就職したら必ず 

を求められます 

に届く番号通知を 

住民票の住所 

神戸市 平成27年3月発行 

はじまります 

マ イ ナ ン バ ー 

神戸市からのお知らせ 

個人番号 個人番号 

税・健康保険・労災保険・年金
など 

番号です 
社会で使う大切な 

学生のみなさん！  

あなたにも 

番号と身分証明 

平成28年1月 
個人番号カード   
交付スタート！ 

絶対なくさない 



マイナンバー制度が始まると… 

  27年10月から住民票の 
 住所に番号を郵便でお知らせ。 

① 

・番号通知は絶対になくさないでください。 
・住民票の住所にのみ届きます。 
・下宿されている方などは住民票を住んでいる 
 住所に移してください。 

123・・・・ 234・・・・ 

  個人番号カードで、役所の 
 手続き・証明がスムーズに 

ｺﾝﾋﾞﾆ 
AAA ｺﾝﾋ゙ ﾆ 

AAA 

（※）神戸市に住民票のある方 

・神戸市の住民票・印鑑証明のコンビニ交付  
 開始。(※) 

・就職や引越しの際の提出書類を取るのに 
 便利です。 

④ 

神戸 花子 
兵庫県神戸市東灘区●●町1-1-1 
平成●年▲月■日 

    28年1月から、個人番号 
 カードを交付。無料です。(※) 

・就職・アルバイト、社会保険の手続きなど、 
 多くの場面でマイナンバーを申告します。 
・正しい自分の番号の証明はこれ１枚で
OK！ 

③ 
神戸 花子 
兵庫県神戸市東灘区●●町1-1-1 
平成●年▲月■日 

（※）再発行には手数料がかかります。 

     個人情報の一元管理は、 
 しません。 

・各種の方法で個人情報を守ります。 

⑤ 

 
 

個人情報の 
一元管理 

 マイナンバーを不正に取り
扱うと、厳しい処罰。 

・個人でも法人でも例えば 
   懲役４年、罰金２００万円 

・従業員の違法行為は雇用主も処罰対象 

懲役・罰金刑 国の勧告・命令 
 ・立入調査 

ｲｴﾛｰ
ｶｰﾄﾞ 

P！ 

⑥ 

なりすまし犯罪防止とプライバシー保護のために、ぜひ個人番号カードの申請を！ 
 発行：神戸市企画調整局情報化推進部                        神戸市マイナンバーHPはこちら 
     社会保障・税番号制度調整担当 （代表電話 078-331-8181）      http://www.city.kobe.lg.jp/mynumber/ 

②アルバイト・就職の際、番号を 
  勤務先に必ず申告。 

・源泉徴収・社会保険の手続きに必要です。(※) 

・今後、社会生活で必須の手続きです。 
・自分の番号であることの証明が必要です。 

年金 
事務所 

労働局・税務署 123・・・ 
234・・・ 
345・・・ 

雇用主 

（※）勤務先への申告義務があります。 

所得 
情報 

住民 
登録 年金 

健保 


